
東久留米市国民健康保険税条例新旧対照表 

改正案 現 行 

第１条 （現行のとおり） 第１条 （略） 

（課税額） （課税額） 

第２条 （現行のとおり） 第２条 （略） 

２ （現行のとおり） ２ （略） 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額

は、世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）

及びその世帯に属する被保険者につき算定し

た所得割額及び被保険者均等割額の合算額と

する。ただし、当該合算額が２４万円を超え

る場合においては、後期高齢者支援金等課税

額は、２４万円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額

は、世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）

及びその世帯に属する被保険者につき算定し

た所得割額及び被保険者均等割額の合算額と

する。ただし、当該合算額が２２万円を超え

る場合においては、後期高齢者支援金等課税

額は、２２万円とする。 

４ （現行のとおり） ４ （略） 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額

の所得割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額

の所得割額） 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の

属する年の前年の所得に係る地方税法（昭和

２５年法律第２２６号。以下「法」とい

う。）第３１４条の２第１項に規定する総所

得金額及び山林所得金額の合計額から同条第

２項の規定による控除をした後の総所得金額

及び山林所得金額の合計額（以下「基礎控除

後の総所得金額等」という。）に１００分の

５．８１を乗じて算定する。 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の

属する年の前年の所得に係る地方税法（昭和

２５年法律第２２６号。以下「法」とい

う。）第３１４条の２第１項に規定する総所

得金額及び山林所得金額の合計額から同条第

２項の規定による控除をした後の総所得金額

及び山林所得金額の合計額（以下「基礎控除

後の総所得金額等」という。）に１００分の

５．５２を乗じて算定する。 

２ （現行のとおり） ２ （略） 

第４条 （現行のとおり） 第４条 （略） 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額

の被保険者均等割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額

の被保険者均等割額） 

第５条 第２条第２項の被保険者均等割額は、

被保険者１人について３５，９００円とす

る。 

第５条 第２条第２項の被保険者均等割額は、

被保険者１人について３４，７００円とす

る。 

第６条 （現行のとおり） 第６条 （略） 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者

支援金等課税額の所得割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者

支援金等課税額の所得割額） 

第７条 第２条第３項の所得割額は、基礎控除

後の総所得金額等に１００分の２．１８を乗

じて算定する。 

第７条 第２条第３項の所得割額は、基礎控除

後の総所得金額等に１００分の２．１５を乗

じて算定する。 

第８条 （現行のとおり） 第８条 （略） 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者

支援金等課税額の被保険者均等割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者

支援金等課税額の被保険者均等割額） 

第９条 第２条第３項の被保険者均等割額は、

被保険者１人について１３，２００円とす

る。 

第９条 第２条第３項の被保険者均等割額は、

被保険者１人について１２，９００円とす

る。 

第１０条 （現行のとおり） 第１０条 （略） 

（介護納付金課税被保険者に係る所得割額） （介護納付金課税被保険者に係る所得割額） 

第１１条 第２条第４項の所得割額は、介護納

付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得

金額等に１００分の１．９４を乗じて算定す

る。 

第１１条 第２条第４項の所得割額は、介護納

付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得

金額等に１００分の１．８８を乗じて算定す

る。 

第１２条から第２７条まで （現行のとおり） 第１２条から第２７条まで （略） 



（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額） 

第２８条 次の各号のいずれかに掲げる国民健

康保険税の納税義務者に対して課する国民健

康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課

税額からアに掲げる額を減額して得た額（当

該減額して得た額が６５万円を超える場合に

は、６５万円）、同条第３項本文の後期高齢

者支援金等課税額からイに掲げる額を減額し

て得た額（当該減額して得た額が２４万円を

超える場合には、２４万円）並びに同条第４

項本文の介護納付金課税額からウに掲げる額

を減額して得た額（当該減額して得た額が１

７万円を超える場合には、１７万円）の合算

額とする。 

第２８条 次の各号のいずれかに掲げる国民健

康保険税の納税義務者に対して課する国民健

康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課

税額からアに掲げる額を減額して得た額（当

該減額して得た額が６５万円を超える場合に

は、６５万円）、同条第３項本文の後期高齢

者支援金等課税額からイに掲げる額を減額し

て得た額（当該減額して得た額が２２万円を

超える場合には、２２万円）並びに同条第４

項本文の介護納付金課税額からウに掲げる額

を減額して得た額（当該減額して得た額が１

７万円を超える場合には、１７万円）の合算

額とする。 

（１） 法第７０３条の５第１項に規定する

総所得金額及び山林所得金額の合算額

が、４３万円（納税義務者並びにその世

帯に属する国民健康保険の被保険者及び

特定同一世帯所属者のうち給与所得を有

する者（前年中に法第７０３条の５第１

項に規定する総所得金額に係る所得税法

（昭和４０年法律第３３号）第２８条第

１項に規定する給与所得について同条第

３項に規定する給与所得控除額の控除を

受けた者（同条第１項に規定する給与等

の収入金額が５５万円を超える者に限

る。）をいう。以下この号において同

じ。）の数及び公的年金等に係る所得を

有する者（前年中に法第７０３条の５第

１項に規定する総所得金額に係る所得税

法第３５条第３項に規定する公的年金等

に係る所得について同条第４項に規定す

る公的年金等控除額の控除を受けた者

（年齢６５歳未満の者にあっては当該公

的年金等の収入金額が６０万円を超える

者に限り、年齢６５歳以上の者にあって

は当該公的年金等の収入金額が１１０万

円を超える者に限る。）をいい、給与所

得を有する者を除く。）の数の合計数

（以下この条において「給与所得者等の

数」という。）が２以上の場合にあって

は、４３万円に当該給与所得者等の数か

ら１を減じた数に１０万円を乗じて得た

金額を加算した金額）を超えない世帯に

係る納税義務者 

（１） 法第７０３条の５第１項に規定する

総所得金額及び山林所得金額の合算額

が、４３万円（納税義務者並びにその世

帯に属する国民健康保険の被保険者及び

特定同一世帯所属者のうち給与所得を有

する者（前年中に法第７０３条の５第１

項に規定する総所得金額に係る所得税法

（昭和４０年法律第３３号）第２８条第

１項に規定する給与所得について同条第

３項に規定する給与所得控除額の控除を

受けた者（同条第１項に規定する給与等

の収入金額が５５万円を超える者に限

る。）をいう。以下この号において同

じ。）の数及び公的年金等に係る所得を

有する者（前年中に法第７０３条の５第

１項に規定する総所得金額に係る所得税

法第３５条第３項に規定する公的年金等

に係る所得について同条第４項に規定す

る公的年金等控除額の控除を受けた者

（年齢６５歳未満の者にあっては当該公

的年金等の収入金額が６０万円を超える

者に限り、年齢６５歳以上の者にあって

は当該公的年金等の収入金額が１１０万

円を超える者に限る。）をいい、給与所

得を有する者を除く。）の数の合計数

（以下この条において「給与所得者等の

数」という。）が２以上の場合にあって

は、４３万円に当該給与所得者等の数か

ら１を減じた数に１０万円を乗じて得た

金額を加算した金額）を超えない世帯に

係る納税義務者 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課

税額の被保険者均等割額 被保険者（第

１条第２項に規定する世帯主を除く。）

１人について２５，１３０円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課

税額の被保険者均等割額 被保険者（第

１条第２項に規定する世帯主を除く。）

１人について２４，２９０円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る後期高

齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 

被保険者（第１条第２項に規定する世帯

イ 国民健康保険の被保険者に係る後期高

齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 

被保険者（第１条第２項に規定する世帯



主を除く。）１人について９，２４０円 主を除く。）１人について９，０３０円 

ウ （現行のとおり） ウ （略） 

（２） 法第７０３条の５第１項に規定する

総所得金額及び山林所得金額の合算額

が、４３万円（納税義務者並びにその世

帯に属する国民健康保険の被保険者及び

特定同一世帯所属者のうち給与所得者等

の数が２以上の場合にあっては、４３万

円に当該給与所得者等の数から１を減じ

た数に１０万円を乗じて得た金額を加算

した金額）に被保険者及び特定同一世帯

所属者（国民健康保険法第６条第８号の

規定により被保険者の資格を喪失した者

であって、当該資格を喪失した日の前日

以後継続して同一の世帯に属するものを

いう。以下同じ。）１人につき２９．５

万円を加算した金額を超えない世帯に係

る納税義務者（前号に該当する者を除

く。） 

（２） 法第７０３条の５第１項に規定する

総所得金額及び山林所得金額の合算額

が、４３万円（納税義務者並びにその世

帯に属する国民健康保険の被保険者及び

特定同一世帯所属者のうち給与所得者等

の数が２以上の場合にあっては、４３万

円に当該給与所得者等の数から１を減じ

た数に１０万円を乗じて得た金額を加算

した金額）に被保険者及び特定同一世帯

所属者（国民健康保険法第６条第８号の

規定により被保険者の資格を喪失した者

であって、当該資格を喪失した日の前日

以後継続して同一の世帯に属するものを

いう。以下同じ。）１人につき２９万円

を加算した金額を超えない世帯に係る納

税義務者（前号に該当する者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課

税額の被保険者均等割額 被保険者（第

１条第２項に規定する世帯主を除く。）

１人について１７，９５０円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課

税額の被保険者均等割額 被保険者（第

１条第２項に規定する世帯主を除く。）

１人について１７，３５０円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る後期高

齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 

被保険者（第１条第２項に規定する世帯

主を除く。）１人について６，６００円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る後期高

齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 

被保険者（第１条第２項に規定する世帯

主を除く。）１人について６，４５０円 

ウ （現行のとおり） ウ （略） 

（３） 法第７０３条の５第１項に規定する

総所得金額及び山林所得金額の合算額

が、４３万円（納税義務者並びにその世

帯に属する国民健康保険の被保険者及び

特定同一世帯所属者のうち給与所得者等

の数が２以上の場合にあっては、４３万

円に当該給与所得者等の数から１を減じ

た数に１０万円を乗じて得た金額を加算

した金額）に被保険者及び特定同一世帯

所属者１人につき５４．５万円を加算し

た金額を超えない世帯に係る納税義務者

（前２号に該当する者を除く。） 

（３） 法第７０３条の５第１項に規定する

総所得金額及び山林所得金額の合算額

が、４３万円（納税義務者並びにその世

帯に属する国民健康保険の被保険者及び

特定同一世帯所属者のうち給与所得者等

の数が２以上の場合にあっては、４３万

円に当該給与所得者等の数から１を減じ

た数に１０万円を乗じて得た金額を加算

した金額）に被保険者及び特定同一世帯

所属者１人につき５３．５万円を加算し

た金額を超えない世帯に係る納税義務者

（前２号に該当する者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課

税額の被保険者均等割額 被保険者（第

１条第２項に規定する世帯主を除く。）

１人について７，１８０円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課

税額の被保険者均等割額 被保険者（第

１条第２項に規定する世帯主を除く。）

１人について６，９４０円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る後期高

齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 

被保険者（第１条第２項に規定する世帯

主を除く。）１人について２，６４０円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る後期高

齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 

被保険者（第１条第２項に規定する世帯

主を除く。）１人について２，５８０円 

ウ （現行のとおり） ウ （略） 

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯

内に６歳に達する日以後の最初の３月３１日

以前である被保険者（以下「未就学児」とい

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯

内に６歳に達する日以後の最初の３月３１日

以前である被保険者（以下「未就学児」とい



う。）がある場合における当該納税義務者に

対して課する被保険者均等割額（当該納税義

務者の世帯に属する未就学児につき算定した

被保険者均等割額（前項に規定する金額を減

額するものとした場合にあっては、その減額

後の被保険者均等割額）に限る。）は、当該

被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区

分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減

額して得た額とする。 

う。）がある場合における当該納税義務者に

対して課する被保険者均等割額（当該納税義

務者の世帯に属する未就学児につき算定した

被保険者均等割額（前項に規定する金額を減

額するものとした場合にあっては、その減額

後の被保険者均等割額）に限る。）は、当該

被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区

分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減

額して得た額とする。 

（１） 国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の被保険者均等割額 次に掲げる

世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１

人について次に定める額 

（１） 国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の被保険者均等割額 次に掲げる

世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１

人について次に定める額 

ア 前項第１号アに規定する金額を減額し

た世帯 ５，３８５円 

ア 前項第１号アに規定する金額を減額し

た世帯 ５，２０５円 

イ 前項第２号アに規定する金額を減額し

た世帯 ８，９７５円 

イ 前項第２号アに規定する金額を減額し

た世帯 ８，６７５円 

ウ 前項第３号アに規定する金額を減額し

た世帯 １４，３６０円 

ウ 前項第３号アに規定する金額を減額し

た世帯 １３，８８０円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 

１７，９５０円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 

１７，３５０円 

（２） 国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の被保険者均等割

額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それ

ぞれ未就学児１人について次に定める額 

（２） 国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の被保険者均等割

額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それ

ぞれ未就学児１人について次に定める額 

ア 前項第１号イに規定する金額を減額し

た世帯 １，９８０円 

ア 前項第１号イに規定する金額を減額し

た世帯 １，９３５円 

イ 前項第２号イに規定する金額を減額し

た世帯 ３，３００円 

イ 前項第２号イに規定する金額を減額し

た世帯 ３，２２５円 

ウ 前項第３号イに規定する金額を減額し

た世帯 ５，２８０円 

ウ 前項第３号イに規定する金額を減額し

た世帯 ５，１６０円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 

６，６００円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 

６，４５０円 

３ （現行のとおり） ３ （略） 

第２８条の２から第３３条まで （現行のとお

り） 

第２８条の２から第３３条まで （略） 

 


